
本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
保
護
施
設
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
（
埼
玉
県
条
例
第
三
十
七
号
）
（
社
会
福
祉
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

厚
生
労
働
省
令
「
救
護
施
設
、
更
生
施
設
、
授
産
施
設
及
び
宿
所
提
供
施
設
の
設
備
及
び
運

営
に
関
す
る
基
準
」
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
保
護
施
設
等
の
運
営
に
関
す
る
基
準
を
改
定
す
る

た
め
の
条
例
の
一
部
改
正 

二 

内
容 

 

㈠ 

感
染
症
や
災
害
へ
の
対
応
力
強
化 

 
 

ア 

感
染
症
や
災
害
発
生
時
に
お
け
る
業
務
継
続
計
画
の
策
定
等 

 
 

イ 

災
害
対
応
時
に
お
け
る
地
域
住
民
と
の
連
携 

 
 

ウ 

感
染
症
予
防
・
ま
ん
延
防
止
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
の
開
催
等 

 

㈡ 

就
業
環
境
の
整
備 

 
 

ア 

適
切
な
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
の
実
施 

三 

施
行
期
日 

 
 

令
和
三
年
八
月
一
日 

 
 

た
だ
し
一
部
経
過
措
置
あ
り
。
二
㈠
ア
及
び
ウ
に
つ
い
て
は
令
和
六
年
四
月
一
日 


